
事業名（所管課）／
事業の進行管理・評価を行う計画等

事業概要 令和６年度の主な取組内容 令和６年度の取組（実績）
数値は速報値

平和に関する学習・啓発活動の充
実
（協働コミュニティ課）

子ども・若者平和ワークショップをは
じめとした平和事業を推進する。

・西東京市平和の日関連行事（4/7～12）
式典、ステージイベント、パネル展等を実施し、戦
争の歴史を語り継ぐ。
・広島平和の旅（8/5，6）
現地を訪問し、被爆の実相や戦争の悲惨さ、平
和の大切さについて学ぶ。
・子ども・若者平和ワークショップ（10/20）
主体的に平和について考えるきっかけづくりと
して実施する。
・被爆樹木二世の植樹（アオギリ）（10/31）
向台小６年生とともに植樹式を行う。

環境学習事業の実施
（環境保全課）

友好都市である北杜市において、間伐
材を使用した木工体験を行う環境学
習事業を実施する。

・今秋に、市内の小学生とその保護者を対象とし
て、北杜市の広大な山林を見学するとともに、
現地山林の間伐材を使用した「木工体験」や地
産地消の観点から地元野菜を使用した山梨県の
郷土料理である「ほうとうづくり体験」を現地の
子どもたちと交流しながら実施する。

指導者用のデジタル教科書導入な
どによる教育の質の向上
（教育指導課）

授業において、画像や動画などを交え
て教えられる指導者用のデジタル教
科書を購入し、教育の質の向上を図る。

・学校訪問やGIGAスクール構想推進委員会等で
活用についての指導・助言を行う。
・使うことを目的とせず、児童・生徒の理解の促
進や、課題への取り組みやすさ等に重点を置い
たり、教師の教材準備等の負担軽減にも資する
よう活用の促進を図る。

情報活用能力の育成
（教育指導課）

【西東京市教育計画 1‐1‐③】

各学校において、ICTを効果的に活用
する学習活動や、プログラミング教育
等の充実を図る。また、家庭や地域と
連携し、子どもたちがネット依存に
陥ったり、ネット社会において加害者
や被害者になったりしないよう、情報
モラル教育の充実を図る。

・タブレットの活用方法等について、学校訪
問や校内研究、GIGAスクール構想推進委員会
等で指導・助言を行う。タブレットの活用を
通して「個別最適な学び」や「協働的な学
び」の実現に向けた授業改善を行い、タブ
レット活用の質的向上を図る。
・児童・生徒のタブレットの使い方について、
制限をかけるだけではなく、児童・生徒自身
がどのようにICTを活用していくのかを考えて
いけるよう、情報活用能力を一層高めていく。
また、「GIGAワークブックとうきょう」の活
用を促していく。

Ⅰ 確かな学力や豊かな心の育成と健康・体力づくりの推進

令和６年度の教育に関する重点施策に基づく事務事業 総合教育会議 資料１
令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日
企 画 部 企 画 政 策 課

令和６年度の取組
（実績）については、
第３回総合教育会議
で報告予定
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子ども、子育て家庭、妊産婦への
切れ目のない支援
（子ども家庭支援センター）

新たにこども家庭センターを設置し、
母子保健と児童福祉の一体的な相談
体制を構築する中で、包括的かつ計画
的な支援による児童虐待等の未然防
止につなげる。

・母子保健と児童福祉の一体的相談支援体制に
より、妊娠期から子育て期、18歳までの子ども
への切れ目のない支援を行う。
・必要に応じて、様々な支援メニューにつなぐた
め、サポートプランを作成し、支援内容などを保
護者や関係機関と共有する。

多文化キッズサロンの整備
（文化振興課）

日本語を母語としない子どもたちの
地域での学習や相談、交流の拠点を、
多文化キッズサロンとして整備すると
ともに、困りごとや悩みに寄り添い、
必要な情報が届くよう多文化キッズ
コーディネーターを配置する。

・多文化キッズサロンの拠点（ひばりが丘中学
校）及びサテライトサロンの整備（保谷第一小学
校、谷戸小学校、向台小学校）を実施する。
・多文化キッズコーディネーター（４名）及びサブ
コーディネーター（６名）の配置を実施する。

ヤングケアラーへの支援
（子ども家庭支援センター）

福祉・介護・医療・教育などの関係機関
との連携を図り、学校などの子どもた
ちに身近な場所で早期に発見するこ
とで、適切な支援に繋げる。

・子ども自身や関係機関への啓発をすすめ、18
歳までのヤングケアラーへの支援を行う。
・東京都が実施する連絡会に参加するなど、情
報収集を行い、福祉・介護・医療・教育などの関
係機関との更なる連携強化を図る。

（仮称）教育支援総合窓口の設置
（教育支援課）

既存の相談機能の見直しを行い、（仮
称）教育支援総合窓口を設置し、相談
体制のワンストップ化を進める。

・10月開設を目途に、（仮称）教育支援総合窓口
の設置に向けた準備を行う。
・窓口の開設により、教育に関する相談をいつで
も受けられるよう、デジタルツールを活用すると
ともに、ワンストップで適切な支援や支援先に繋
げるなど、利便性の向上を図る。
・不登校の相談・支援先の情報をまとめたリーフ
レットを作成し、窓口等で情報提供を行う。

Ⅱ 子どもが健やかに育つ環境を整える

令和６年度の教育に関する重点施策に基づく事務事業 総合教育会議 資料１
令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日
企 画 部 企 画 政 策 課

令和６年度の取組
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第３回総合教育会議
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地域学校協働活動推進員の全校
配置
（社会教育課）

地域と学校が連携・協働して、地域全
体で子どもたちの学びや成長を支え
るためのコーディネーターとなる地域
学校協働活動推進員を全校に配置し、
地域の活性化に向けた多様な活動を
持続的に実施するための仕組みづくり
を推進する。

・市内小中学校全校にて地域学校協働活動推進
員が配置し、地域と学校が連携・協働した取組を
実施する。
・教育課程内外を問わず、各学校の特性を利用
し、学校に関わる人材や組織のネットワーク化を
図るとともに、継続的な活動が実践できるよう、
取組を推進する。

地域に参画する態度及び自らすす
んで探究する資質・能力の育成
（教育指導課）

【西東京市教育計画 3‐1‐②】

全市立小・中学校において、総合的な
学習の時間を中心に、地域の人材や資
源・文化などを活用した体験的で探究
的な学びを展開する「西東京ふるさと
探究学習」を実施する。

・教育課程に「西東京ふるさと探究学習」を位置
づけ、各学校において総合的な学習の時間を中
心とした指導計画を作成（小・中学校全校）
・西東京市立学校教育研究奨励事業における研
究指定校として「西東京ふるさと探究学習」の実
践に関する研究を実施（向台小学校）
・西東京市立学校教育研究奨励事業における研
究奨励校として「西東京ふるさと探究学習」の実
践に関する研究を実施（明保中学校）

学校施設開放
（社会教育課）

【西東京市教育計画 3‐2‐②】

学校教育に支障のない範囲で、地域の
活動の拠点の一つとして、学校施設の
開放を進める。
また、学校施設開放運営協議会などと
協力して、地域住民が主体となって拠
点づくりを進めるため、地域での担い
手の支援のほか、新たな人材の発掘を
目指す。

・学校施設における地域開放の在り方について、
関係各署と調整し、内容を整備するとともに、学
校教育の支障のない範囲で学校施設の開放を
進める。
・地域での人材確保のため、学校施設開放運営
協議会に向けた支援を強化するとともに、地域
学校協働活動推進員の協力のもと、新たな人材
の発掘、学校を核とする人材のネットワーク化を
目指していく。

登下校時の安全対策
（学務課・教育指導課）

【西東京市教育計画 3‐2‐③】

保護者や地域の関係団体、関係機関
等と連携・協力を図りながら、通学路
の安全点検などを行うとともに、登下
校時の見守り体制の整備に取り組む。

（学務課）
・登下校時の見守りに協力いただく方（団体）の
募集や活動しやすい環境づくりについて検討し、
協力を依頼する。
（教育指導課）
・地域安全巡回指導員（スクールガードリー
ダー）を市内小学校の学校安全連絡会に派遣し、
学校の安全管理体制の点検を行うとともに、学
校と子供安全ボランティアとが連携した安全管
理の在り方について協議し、学校の安全管理に
関する取組の一層の充実を図る。

Ⅲ 学校を核としたまちづくり

令和６年度の教育に関する重点施策に基づく事務事業 総合教育会議 資料１
令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日
企 画 部 企 画 政 策 課
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図書館司書によるアウトリーチ型
連携事業の推進
（図書館）

教育・地域交流・子育て支援等の他分
野において図書館司書によるアウト
リーチ型連携事業を実施する。

・まちなか先生（学校出前講座）を実施
・絵本と子育て事業（ブックスタート事業）を実施
・保育園や児童館等で、武蔵野大学とも連携し
た乳幼児向けおはなし会を実施
・小学校で出張おはなし会・ブックトーク（放課
後子供教室）を実施
・小中学校の学校司書や図書委員と連携して、
図書委員の企画への支援を実施
・市民グループとの共催事業や民間施設との連
携事業を実施

障害のある人とともに学べる事業
（公民館）

【西東京市教育計画 4-1-①】

交流を通し、相互に理解を深められる
学習機会の充実を図る。

・柳沢公民館で「みんなで踊ろう！やぎさわディ
スコ」を実施。障害の有無や年齢に関係なく、だ
れもが参加できるディスコで、市民団体等が組
織した実行委員会と共催で行う。
・谷戸公民館で“インクルーシブな社会をめざす
講座「ボッチャでなかまづくり～親子でボッチャ
～」”を実施する。親子を対象に、障害の有無に
かかわらず、一緒にボッチャを楽しむ全８回の講
座。市内在住の身体障害があるボッチャ選手と
の交流や、障害のある方も参加している自主サ
－クルとの交流戦も行う。

西東京縁の人物の著作や関連資
料・情報の収集と発信
（図書館）

【西東京市教育計画 4-3-②】

図書館が収集している西東京市縁
の人物の著作や関連資料・情報を更新
し、随時図書館ホームページに公開す
る。また、収集した資料の活用を促す
ために様々な企画を行う。

・図書館が収集している西東京市縁（ゆかり）の
人物の情報を更新するとともに、図書館ホーム
ページの「西東京市 縁の方の紹介」ページに新
たにコンテンツを設け、縁の方を１名ずつ取り上
げ、特集として紹介する。
・中央図書館に設置している「縁のコーナー」の
書架に、従来のものから改良した見出し板（西東
京市の縁である理由や代表作などを紹介）を掲
示するほか、「縁のコーナー」がない地域館に期
間限定展示として「縁のコーナー」を設けること
で、縁の人物の周知及び資料の利用促進を図る。

文化財資料の調査・研究
（社会教育課）

【西東京市教育計画 4-3-③】

市内にある文化財を把握するととも
に、整理、記録、資料のデジタル化等に
より、その所在と価値を明らかにする。
また、文化財を地域、自然、環境、歴史、
文化等の様々な地域資源とともに総
合的に捉えて新たな価値付けを行い、
一定のテーマの下にわかりやすく伝え
る。

・下野谷遺跡をはじめとした、埋蔵文化財の発掘
調査と出土品の整理を実施する。
・市内にある文化財の把握のため、市民調査員
などを活用した調査や記録を行う。
・下野谷遺跡の植生調査など市民との協働によ
る調査・研究を実施する。
・新たな試みとして、劣化した石造物の記録保存
等のために３Ｄデータを作成する。

Ⅳ 学びの機会の充実と地域の学習資源の活用

令和６年度の教育に関する重点施策に基づく事務事業 総合教育会議 資料１
令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日
企 画 部 企 画 政 策 課

令和６年度の取組
（実績）については、
第３回総合教育会議
で報告予定


